
京都市介護予防・日常生活支援総合事業における 

訪問型サービス重要事項説明書 

当事業所は、京都市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスの提供の開

始にあたり、事業所の概要、提供されるサービス内容及び契約上ご注意頂きたいこと等を

次のとおり説明します。 

１．事業者の概要についてご説明します。 

事業者名称 株式会社 銭形 

本社所在地 〒600-8357 京都市下京区黒門通五条下る柿本町 594 番 13 

電話番号 075-353-4880（代） FAX 番号 075-353-4891 

代表者 代表取締役 上野 眞司 

事業所名 訪問介護 銭形 指定番号   

所在地 〒600-8357 京都市下京区黒門通五条下る柿本町 594 番 13 

電話番号 075-353-4880 FAX 番号 075-353-4891 

管理者 佐藤 啓介 

開所年月日 令和１年１２月１日 

他に営む 

介護事業 

介護保険法による居宅サービス事業 

障害者総合支援法による居宅介護等事業 

京都市障害者地域生活支援事業（移動支援） 

児童福祉法による指定放課後等デイサービス 

２．当事業所が掲げる事業目的及び運営方針・事業所理念は以下のとおりです。 

事業の目的 

訪問介護員（ホームヘルパー）が要介護状態もしくは要支援状態にある高

齢者又は事業対象者に対し，その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとす

る。 

運営方針 

① 事業所は，事業の実施に当たっては，利用者の意思及び人格を尊重し

て，常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。 

② 事業の実施に当たっては，地域との結びつきを重視し，関係市町村，

居宅介護支援事業者，地域包括支援センター及びその他の居宅サービ

ス事業者，介護予防サービス事業者並びにその他の保健医療サービス

及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り，総合的なサー

ビスの提供に努めるものとする。 

③ 事業所は，介護保険法その他の法令，「京 都 市 介 護 保 険 法 に 基 づ

く 事 業 及 び 施 設 の 人 員 ， 設 備 及 び 運 営 の 基 準 等 に 関 す る

条 例（ 平 成 ２ ５ 年 １ 月 ９ 日 京 都 市 条 例 第 ３ ９ 号 ）」及 び「京

都市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」等に定める内容を遵

守し，事業を実施するものとする。 



事業所理念 

私たちは「あなたに出会えてよかった｣と思っていただけるような活動を

目指します。 

①その人がその人らしく生活して行くための支援をさせていただきます。 

②地域に根ざし、地域に開かれた事業所として歩みます。 

③他の社会資源と連携をとり、総合的支援を目指します。 

 

３．当事業所の人員体制は以下のとおりです。 

 
常勤 非常勤 指定基準人員 計 

管理者 1 名  1 名 1 名 

サービス提供責任者 9 名  4 名 9 名 

従
業
者 

介護福祉士 26 名 12 名 

2.5 名  
初任者・実務者研修等 5 名 17 名 

職員数 60 名 

 

４．当事業所の営業時間は次のとおりです。 

営業日 月曜日～土曜日（12 月 30 日～1 月 3 日を除く。） 

営業時間 AM９：００から PM６：００まで 

 

５．当事業所の通常のサービス実施地域は、下京区、南区、中京区、東山区、

上京区、伏見区（醍醐、日野、石田、小栗栖、久我、羽束師、淀、納所、向島

地域を除く）、西京区（大枝、御陵、大原野を冠する地域を除く）、北区（中川、

小野郷、雲ケ畑地域を除く）、右京区（高雄、愛宕、京北地域を除く）、左京区

（岩倉、八瀬、大原、花背、静市、久多地域を除く）とします。 

 

６．当事業所が提供するサービスと利用料金（訪問型サービス） 

当事業所では訪問介護員がご自宅を訪問し、利用者の生活機能の維持・向上・自立支

援の観点から身体介護を含む支援・生活援助（家事）等、日常生活上の世話を行うサー

ビスです。 

《サービス種類》 

 訪問型サービス 

介護型ヘルプ

サービス 

サービス準備、記録等・入浴・排泄・食事・体位変換・起床及び就寝介助・清

拭・服薬・移動・移乗・外出介助・等の介護を行います。 

※ 上記のサービスは、例えばご利用者が行う家事を訪問介護員が見守りながら一緒に

行うなど、利用者がその有する能力を最大限活用することが出来るような方法によっ

て行います。 

《サービス利用料金》 

☆ 介護保険対象サービスの利用にかかる利用料金（自己負担額）は、ご利用者様の世

帯所得に応じて介護報酬の１割、または２割または３割の額となります 



☆ 利用料金は 1 ヶ月ごとの定額制です。介護予防サービス・支援計画において位置づ

けられた支給区分によって次のとおりとなります。 

☆ 利用者の体調不良や状態の改善等により介護予防サービス・支援計画に定めた期日

よりも利用が少なかった場合、又は介護予防サービス・支援計画に定めた期日より

も多かった場合であっても、日割り又は増額はしません。 

【介護型】 Ⅰ.概ね週 1 回 Ⅱ.概ね週 2 回 Ⅲ.概ね週 2 回超 

基準介護報酬 12583 円 25134 円 39787 円 

うち介護保

険から給付

される金額 

11324 円 22620 円 35890 円 

（10066 円） （20107 円） （31902 円） 

《8808 円》 《17593 円》 《27914 円》 

     

利用料金 1259 円 2514 円 3988 円 

〈自己負担額〉 （2517 円） （5027 円） （7976 円） 

  《3775 円》 《7541 円》 《11964 円》 

 

※（ ）内は 2 割 《 》内は３割負担額対象者の利用料金です。 

① 初回加算 2,140 円/月（自己負担額 214 円/月）                      

新規に訪問型サービス計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問型サービ

スと同月内に、サービス提供責任者が自ら訪問型サービスを行う場合、又は他の訪問介

護員等が訪問型サービスを行う際に同行訪問した場合に加算します。 

② 生活機能向上連携加算・・・1,070 円／月（自己負担額 107 円/月） 

指定介護予防訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリ専門

職（理学療法士等）が、同時に利用者宅を訪問し、両者共同によるアセスメントに基づ

き訪問型サービス計画を作成し、サービスの提供を行った場合に加算します。 

③ 介護職員等処遇改善加算 1 ヶ月の利用料金の総額（上記の基本利用料金及び① 

～④の加算の合計額）に対して「介護職員等処遇改善加算」として 24.5％を加え

た金額が加算されます。なお、この加算については要介護度毎の支給限度額の対象

には含まれません。 

（当事業所は京都市より介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）の適用を受けています） 

《交通費》 

通常の事業の実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用され

る場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をご負担いただきます。 

《その他》 



☆利用者がいまだ要支援または事業対象者認定を受けていない場合には、サービス利用

料金の全額を一旦お支払いいただきます。要支援または事業対象者認定を受けた後、自

己負担額を除く金額が介護保険から返戻されます（償還払い）。また介護予防サービス・

支援計画が作成されていない場合も同様の取り扱いとなります。償還払いでは、利用者

の保険給付の申請に際し「サービス提供証明書」が必要となりますので、事業所に交付

請求を行ってください。 

☆介護報酬の改正等により介護保険からの給付額に変更があった時は、変更された額に

応じて、利用者の自己負担額も変更となります。 

 

７．キャンセル・変更・悪天候による中止 

《利用者からのサービスのキャンセル・変更の受付》 

利用予定日の前に、利用者の都合により、訪問型サービスの利用をキャンセル又は変

更することができます。この場合には、利用予定の前日までに事業所に申し出てくださ

い。ただし、サービス利用の変更の申し出に対しては、訪問介護員の稼動状況などによ

りお応えできない場合がありますのでご了承ください。 

《悪天候時の事業所によるサービスの中止について》 

 気象庁からの警報発令時、または大雨、強風、積雪等の悪天候により訪問介護員の派

遣が著しく困難であると当事業所が判断した場合には、事業所からの事前の申し出によ

りサービス提供を中止する場合があります。 

 

８．利用料金の支払方法について 

サービス利用にかかる料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月

末日までに以下のいずれかの方法にてお支払いください。 

ア． 金融機関口座からの自動引落とし 

イ． 現金払い 

 

９．サービスの利用に関する留意事項 

《サービス提供を行う訪問介護員》 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。 

ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提

供します。 

《訪問介護員の交替》 

①ご利用者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と

認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員

の交替を申し出ることができます。 

②事業者からの訪問介護員の交替 

事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 

訪問介護員を交替する場合は利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益

が生じないよう十分に配慮するものとします。 



《サービス実施時の留意事項》 

①訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、利用者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行い

ません。 

ア． 医療行為 

イ． 介護保険制度が規定する訪問型サービス以外のサービス 

ウ． 預貯金の引き出しや預け入れ、預貯金通帳や証券の預かり 

エ．  利用者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受 

オ．  利用者の家族等に対するサービスの提供 

カ．  飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

キ．  利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営

利活動 

ク．  その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

②備品等の使用 

訪問介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使

用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていた

だきます。 

《サービス実施記録について》 

①当事業所では、ホームヘルパーが、サービス提供ごとに実施日時及び実施したサービ

ス内容などをモバイル端末（スマートフォン等）を用いて記録させていただきます。な

お、訪問介護計画書及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供日より 5 年間保存

します。 

②利用者の記録や情報の管理、開示について 

当事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求

めに応じてその内容を開示します。 

《個人情報の取り扱いについて》 

①当事業所では、適正な訪問介護の提供を図るため、ご利用者やご家族の個人情報をお 

聞きします。 

②当事業所は、ご利用者及びご家族の個人情報の流出、紛失、誤用を防止するため、 

個人情報を厳重に管理するほか、職員及び退職者、並びに関係者に対し、個人情報保護 

について教育・啓発・周知を徹底します。 

③当事業者は、ご利用者の緊急時において医療機関等の求めに応じ、ご利用者の生活に 

関する情報、傷病に関する情報、ならびにご家族の連絡先等の情報を提供できるものと 

します。 

④当事業所は、利用者に係る他の居宅介護サービス事業者等との連携を図るため、ご利 

用者及びご家族の事前の同意を得た上で、利用者またはご家族等の個人情報をサービス 

担当者会議に提出または照会できるものとします。 



10．虐待の防止について 

当事業所は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障

害者の養護者に対する支援等に関する法律」、及び「高齢者虐待の防止、高齢者の養護

者に対する支援等に関する法律」を遵守した取扱いをするとともに、下記の対策を講じ

ます。 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 虐待防止に関する責任者  星野 英之 

② 成年後見制度の利用を支援します。 

③ 苦情解決体制を整備しています。 

④ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

⑤ サービス提供中に、当該事業者従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人）による虐待を受けた利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村

に通報します。 

 

11．衛生管理等 

訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じま

す。 

 ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

おおむ ね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知

徹底しています。 

 ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

 ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施

します。 

 

12．業務継続計画の策定等について 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務

継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

②従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す 

 

13. 身分証携行義務 

 ホームヘルパーは、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族

から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

 



14．苦情・相談の受付について 

《苦情の受付》 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口責任者 佐藤 啓介（管理者） 

○受付時間   月曜日～土曜日  午前 9：00～午後 6：00 

 

《第三者委員》 

当事業所は利用者の苦情に対し適切な対処を行うため第三者委員を設置しています。 

橋本 珠美 氏：介護・福祉事業コンサルタント、産業カウンセラー 

受 付：月曜日～土曜日 午前９：００～午後 6：００ 

（12 月 30 日～1 月 3１を除く。） 

ＴＥＬ：０７５－３５３－４８８０ 

《その他苦情受付機関》 

社会福祉法第 83 条により、介護事業者に対する苦情を受け付ける第三者機関が設置

されています。また、京都市においてはお住まいの地域を所管する区役所・支所の福祉

介護課、他の市町村においては介護保険担当窓口が介護事業者に対する苦情や相談を受

け付けています。 

 

京都府国民健康保険団体連合会・介護保険課・介

護管理係・相談担当 

ＴＥＬ：075-354-9090 

ＦＡＸ：075-354-9055 

受付時間：９：００～17：００（土日祝は定休） 

北 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課  高 齢 介 護 保 険 担 当  TEL / 432-1181  

上 京 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課  高 齢 介 護 保 険 担 当  TEL / 441-0111  

左 京 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課  高 齢 介 護 保 険 担 当  TEL / 702-1000  

中 京 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課  高 齢 介 護 保 険 担 当  TEL / 812-0061  

東 山 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課  高 齢 介 護 保 険 担 当  TEL / 561-1191  

山 科 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課  高 齢 介 護 保 険 担 当  TEL / 592-3050  

下 京 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課  高 齢 介 護 保 険 担 当  TEL / 371-7101 

南 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課  高 齢 介 護 保 険 担 当  TEL / 681-3111 

右 京 役 所  健 康 長 寿 推 進 課  高 齢 介 護 保 険 担 当  TEL / 861-1101 

右 京 区 役 所 京 北 出 張 所  保 健 福 祉 第 一 担 当  TEL / 852-1815（ 直 通 ） 

西 京 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課  高 齢 介 護 保 険 担 当  TEL / 381-7121 

西 京 区 役 所 洛 西 支 所  健 康 長 寿 推 進 課  高 齢 介 護 保 険 担 当  TEL / 332-8111 

伏 見 区 役 所  健 康 長 寿 推 進 課  高 齢 介 護 保 険 担 当  TEL / 611-1101 

伏 見 区 役 所 深 草 支 所  健 康 長 寿 推 進 課  高 齢 介 護 保 険 担 当  TEL / 642-3101 

伏 見 区 役 所 醍 醐 支 所  健 康 長 寿 推 進 課  高 齢 介 護 保 険 担 当  TEL / 571-0003 

 



15.緊急時・事故発生時の対応方法 

①利用者に対するサービスの提供により、緊急時や事故が発生した場合は、速やかに利

用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な惜置を講じます。 

 利用者に対するサービスの提供により事故が発生し、損害が発生した場合は、不可

抗力による場合を除き速やかに契約者に対して損害を賠償します。 

当事業所は、下記の損害賠償責任保険に加入しています。 

保険名 三井住友海上火災保険 福祉事業総合補償制度「まごころワイド」 

補償の概要  対人・対物 3 億円 

 但し、契約者に重大な過失がある場合は、賠償額を減額することができます。 

② 事故が生じた際には、その原因を解明し、再発防止のための対策を講じます。 

③ 事業所に連絡するとともに、利用者の主治医又は医療関係への連絡を行い、医師の

指示に従います。 

④ 急を要する場合は、事業者の判断により救急車を要請し、事後報告となる場合もあ

ります。 

⑤  必要に応じて市町村へ連絡します。  

○ 緊急連絡先  株式会社 銭形 

○ 電話番号   075-353-4880 

○ 受付時間   月曜日～日曜日  午前 9 時～午後 6 時 

※ 時間外においては携帯電話への転送により可能な限り受け付けます。 

 

16.第三者よる評価の実施状況                   

第三者による評価の実施状況 実施日 令和 4 年 11 月 18 日 

 評価機関名 きょうと介護保険にかかわる会 

 結果の開示 あり 

 

訪問型サービスの提供にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要事項を説明しま

した。 

令和  年  月  日 

事業者 

（事業者名）株式会社銭形 訪問介護 銭形 

（所 在 地）京都市下京区黒門通五条下る柿本町 594 番 13 

（代 表 者）代表取締役 上野 眞司   

（説明者）              印 

私は、本書面により、事業者から訪問型サービスについての重要事項の説明を受け、その

内容に同意のうえ、本書面を受領しました。 

 

利用者                印   

 

代理人                印  続柄（               ）                 


